
 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第２６条第１

項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。 

 

 令和５年３月３１日 

 

 犬山市長 原  欣 伸   

 

記 

 

１ 協議の場を設けた区域 

   犬山・城東地区 

 

２ 協議の結果を取りまとめた年月日 

   令和５年２月２７日 

 

３ 当該区域における今後の地域の中心となる経営体（担い手）の状況 

   個人  ８経営体 

   法人  ３経営体 

 

４ 当該区域における地域農業の将来のあり方 

   犬山地区の農地利用は、認定農業者５経営体及び法人化している認定新規就農

者１経営体が中心経営体として担う。地区内で農地の受け手が不足するときは、

他地区から担い手の受入れを促進することにより対応していく。 

城東地区の農地利用は、中心経営体である認定農業者７経営体に加え、営農意

欲の高い農事組合法人１経営体が担う。地区内で農地の受け手が不足するときは、

他地区から担い手の受入れを促進することにより対応していく。 

 

５ 当該区域における農地中間管理機構の活用方針 

   将来の経営農地の集約化を目指し、原則として農地を農地中間管理機構に貸し

付けていく。所有者へ農地中間管理事業を周知し、担い手が集約しやすい仕組み

を構築する。また、集約の区割りについては担い手間で協議をしていく。 

   圃場集約を進め、農業用水の通水方法等、効率的な営農手法を地域として検討

していく。 

 



別紙１　参考様式

直近の更新年月日

令和5年3月31日

１　対象地区の現状
365.2ha

233.1ha

③地区内における70歳以上の農業者の耕作面積の合計 209.1ha

89.2ha

72.0ha

60.4ha

２　対象地区の課題

３　対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

（参考）　中心経営体

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲
認農 A 水稲 37.4ha 水稲 65.0ha 犬山・城東
認農 B 水稲 13.3ha 水稲 12.0ha 犬山・城東
認農 C 水稲・麦 12.4ha 水稲・麦 18.0ha 城東、羽黒、池野
認農 D 水稲 5.2ha 水稲 6.0ha 犬山・城東
認農 E 水稲、果樹  3.8ha 水稲、果樹 8.0ha 犬山、羽黒
認就 F 水稲、果樹ほか  1.0ha 水稲、果樹ほか 12.5ha 犬山、今井

認農 G
施設野菜
水稲  1.0ha

施設野菜
水稲 1.0ha 城東

認農 H 茶 0.4ha 茶 1.8ha 城東
認農 I 施設野菜 0.3ha 施設野菜 0.3ha 犬山
認農 J 水稲、大豆ほか 0.2ha 水稲、大豆ほか 6.0ha 城東、今井

K 水稲、大豆ほか 0ha 水稲、大豆ほか 5.0ha 城東、今井
計 11経営体 75.0ha 135.6ha

城東地区（前原、塔野地、富岡、善師野）の農地利用は、中心経営体である認定農業者等8経営体が担
う。地区内で農地の受け手が不足するときは、他地区から担い手の受入れを促進することにより対応し
ていく。

属性
農業者

（氏名・名称）
現状 今後の農地の引受けの意向

備考

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区（地区内集落名） 作成年月日

犬山市
犬山・城東地区
（41農事組合）

平成28年3月3日

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

・今後中心経営体が引き受ける意向のある農地の面積よりも、70歳以上で後継者未定及び後継者不明
の農業者の耕作面積の方が多く、２～５年先に耕作者が減少し、増加傾向にある不耕作地が急増する
おそれがあるため、新たな担い手の確保が不可欠である。
・苗田で苗を作っている農家が少なくなっているため、苗田の取り扱いが課題となっている。
・畑、果樹は、従事者の高齢化や後継者不足により荒廃化が深刻である。
・米価が低くなり、耕作者のやる気がなくなる。
・城東地区は、イノシシ等の有害鳥獣による農作物被害があり対策が必要になっている。
・水稲は、ジャンボタニシによる被害があり対策が必要になっている。
・小規模農家は、農機具の老朽化、新規投資の高額負担に課題がある。
・集約化だけでは営農環境（農地、道路、水路）の維持管理が困難である。
・山間地域の農地を耕作するのは手間やコストが増大する。
・農事組合も人がいなくなり苦しい状況で、地区をまとめるなど体制の立て直しが必要である。

犬山地区（梅坪、橋爪、五郎丸）の農地利用は、中心経営体である認定農業者等6経営体が担う。地区
内で農地の受け手が不足するときは、他地区から担い手の受入れを促進することにより対応していく。



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）アンケートでの農地の貸付け意向（任意記載事項）

貸付け 作業委託 売渡
49,937

農地中間管理機構の活用方針
　将来の経営農地の集約化を目指し、原則として農地を農地中間管理機構に貸し付けていく。所有者へ
農地中間管理事業を周知し、担い手が集約しやすい仕組みを構築する。また、集約の区割りについて
は担い手間で協議をしていく。
　圃場集約における、より効率的な営農手法を地域として検討していく。

鳥獣被害防止対策及び特定外来生物対策の取組方針
　有害鳥獣の捕獲強化、電気柵や防鳥ネット等の設置補助の活用により、農作物被害の軽減に取り組
む。また、ジャンボタニシの被害軽減を図る取り組みを進める。

貸付け等の区分（㎡）
農地数

新たな担い手確保に関する方針
　国の経営開始資金等の新規就農者育成施策の活用や市独自の新規就農支援補助金等の農業施策
の推進により、地区内での担い手育成や新たな担い手を地区外から確保する取り組み等を進める。
　畑、果樹の課題解決に向けて、担い手の確保や援農手法を検討していく。
　県、ＪＡ等関係機関と連携して、農業者の育成・確保や販路開拓の支援に努める。

耕作条件整備に関する方針
　地域ぐるみで営農に従事しやすい環境整備（農地、道路、水路）に努め、苗田等の区画の小さい農地
は、畦畔除去等により区画拡大を図る取り組みを進めたり、貸農園等の事業や米から高収益作物への
転換も検討する。

112筆


